
競 技 上 の 注 意 事 項 
 
 
１．競技について 
              
    (1)2025 年度(公財)日本陸上競技連盟駅伝規則並びに監督会で確認された内容に準ずる。 
    (2)スタートにおける並び方は監督会における抽選で決定する。 

尚、離島校の抽選は本部が代わって行う。 
    (3)第 1 走者の出発時の要領は次の通りとする。 
   ①出発の 10 分前、５分前、３分前、１分前、30 秒前、20 秒前、10 秒前をアナウンスする。 
   ②第 1 走者は 15 分前合図で招集地点に集まる。 
         支度完了後、アナウンスによる競技者紹介を行う。 
   ③第 1 走者は１分前合図でスタートライン１ｍ手前に出発順に整列する。 
   ④スターターは 10 秒前のアナウンスで「オン・ユア・マークス」と合図する。 
   ⑤競技者は「オン・ユア・マークス」の合図でスタートラインに並び、ピストルの合図で 
    スタートする。（不発の場合でもスタートする） 
   ⑥襷は監督最終打ち合わせ時に渡す。 
    (4)競技者が競技の途中でケガ又は腹痛等の不慮の事故で競技を続行することができない場 
   合は、当該チームのその区間における競技を無効とする。尚、当該チームは審判長(又はそ 
   の指示を受けた中継所役員)の指示に従い、次区間から競技を続行することができる。その 

際、総合成績は認められないが、事故にあった区間以外の区間記録は認められる。 
    (5)繰り上げスタートは次の通りとする。 
   ①(4)に該当するチーム。 
   ②最終チームの１つ前のチームが中継所を通り過ぎてから 15 分が経過しても中継所を通 
    過しない場合。※久米島大会においては繰上は実施しない。 
   ③繰り上げスタートの出発は、最終チームの走者の出発と同時に行う。 
    (6)１区間での走者の交代は認めない。 
    (7)中継所のタスキ受け渡し区域は、中継点より進行方向前方 20ｍ以内とする。 
    (8)競技者は原則として道路の左側を走る。道路の中央線より右側に出ない。 

尚、場所によっては走路員の指示に従うこと。 
    (9)アスリートビブスは各学校で準備し、胸と背の両方に付ける。 
 

             Ｂ５版 
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 ※文字の大きさは、縦 13 ㎝程度とする 

  

 

1 浦添（浦） 2 仲西（仲） 3 首里（首） 4 安岡（安） 5 真和志（真） 

6 那覇（那） 7 上山（上） 8 鏡原（鏡） 9 小禄（小） 10 寄宮（寄） 

11 神原（神） 12 松島（島） 13 古蔵（古） 14 石田（石） 15 仲井真（井） 

16 神森（森） 17 城北（城）   19 久米島西（米）   

21 球美（球） 22 南大東（南） 23 北大東（北） 24 松城（松） 25 港川（港） 

26 金城（金） 27 沖尚（沖） 28 興南（興） 29 昭薬（昭） 30 石嶺（嶺） 

31 浦西（西） 32 城北分校（分） 33 開邦（開）     

 
  (10)タスキは必ず肩にかけて走る。但し、受け渡しのために中継所 200m 前方をめどに、外し 

て走ってもよい。 
  (11)いかなる伴走も認めない。（徒歩、併走、自転車、バイク、車、他） 
  (12)「審判長は不適当な行為をする競技者を除外させたり、競技続行不可能と判断された競技 
   者を中止させる権限を有する。審判長の権限を技術総務、競走審判員、監察員等に委任さ 
   せておく必要がある。」（日本陸連駅伝競走基準）を適用し、判断基準については監督会 
   にて申し合わせを行う。 
  (13)給水ポイントを男子全区間の２Km 地点付近、女子 1・5 区の 2Km 地点、2～4 区の 1Km 地点 

付近に置く。 
 



２．オーダー提出・変更、招集、配置・回収について 
 
    (1)登録者の変更は 10 月 9 日(木)12：00 まで可能とする。登録変更がある場合は、登録者 

変更届けに学校長印を押印の上データと一緒に提出する。（鏡原中へ） 
   ただし、プログラム冊子の名前は変更されない。 
  (2)競技者の変更・棄権届・プログラムの訂正は、2 日（日）の 08:00（厳守）に提出する。 
    (ホタルドーム本部テント) 
    (3)オーダー提出後の競技者変更は認めるが、故障者と補欠のみの交換とし、１度交代して除 
   外された者は競技者として出場できない。（競技者変更による区間の変更は出来ない） 
    (4)競技者の配置及び回収は本部で行う。尚、付き添いの配置等は各学校で対応する。 

【女子】 

区 配 置 場 所 区 回 収  場 所 

  １区 なし（START）  １区  第１中継所 

  ２区 大港橋交差点側入口から 110ｍ地点  ２区  第２中継所 

  ３区 沖縄電力入り口から 50ｍ地点  ３区  第３中継所 

  ４区 沖縄電力入り口から 50ｍ地点  ４区  第４中継所 

  ５区 大港橋交差点側入口から 110ｍ地点  ５区  な し（FINISH） 

 

バ ス  乗車対象競技者     招集時間     発車時間  

１号車    ２区・５区        ７：４０     ８：００  

２号車    ３区・４区        ７：４０     ８：００  

 
  ※各区間終了後、選手回収に向かいます。それぞれの回収場所で待機しておいて下さい。 
   回収開始時間： １０：００予定 
    ※配置・回収は走者のみ（付き添いの生徒は各学校で対応をお願いします。） 
 

【男子】 

区 配 置 場 所 区 回 収 場 所 

  １区 なし（START）  １区  第１中継所 

  ２区 大港橋交差点側入口から 110ｍ地点  ２区  第２中継所 

  ３区 久米島工業開発より 400ｍ先  ３区  第３中継所 

  ４区 謝名堂公民館前  ４区  第４中継所 

  ５区 久米島工業開発より 400ｍ手前  ５区  第５中継所 

  ６区 大港橋交差点側入口から 110ｍ地点  ６区  なし（FINISH） 

 

バ ス  乗車対象競技者     招集時間   発車時間 

１号車    ２区・６区        ８：４０   ８：５０ 

２号車    ３区・５区        ８：４０   ８：５０ 

３号車        ４区           ８：４０   ８：５０ 

 
  ※各区間終了後、選手回収に向かいます。それぞれの回収場所で待機しておいて下さい。 
  
    回収開始時間： 男子→１１：５０予定 
    ※配置・回収は走者のみ（付き添いの生徒は各学校で対応をお願いします。） 
    (5) 競技者の荷物の回収は、各学校で行う。 
 
 
 
 
 
 



    (6)招集場所は各中継所に設置する。最終点呼時刻、出発予定時刻は次の通りとする。 

<女子> 

区間 距離 中継所名称 最終点呼 出発予定時刻 

第１区 ３ｋｍ ホタルドーム入り口  ０８：４５  ０９：００ 

第２区 ２ｋｍ 大港橋交差点側入口から 110ｍ地点  ０９：００  ０９：１０ 

第３区 ２ｋｍ 沖縄電力入り口から 50ｍ地点  ０９：０７  ０９：１７ 

第４区 ２ｋｍ 沖縄電力入り口から 50ｍ地点  ０９：１４  ０９：２４ 

第５区 ３ｋｍ 大港橋交差点側入口から 110ｍ地点  ０９：２１  ０９：３１ 

 

<男子> 

区間 距離 中継所名称 最終点呼 出発予定時刻 

第１区 ３ｋｍ ホタルドーム入り口  １０：１５  １０：３０ 

第２区 ３ｋｍ 大港橋交差点側入口から 110ｍ地点  １０：２９  １０：３９ 

第３区 ３ｋｍ 久米島工業開発より 400ｍ先  １０：３８  １０：４８ 

第４区 ３ｋｍ 謝名堂公民館前  １０：４７  １０：５７ 

第５区 ３ｋｍ 久米島工業開発より 400ｍ手前  １０：５６  １１：０６ 

第６区 ３ｋｍ 大港橋交差点側入口から 110ｍ地点  １１：０６  １１：１５ 
 
３．ウォーミングアップ、トイレについて 
 
    (1)ウォーミングアップについては各中継所付近コース以外を使う。 
    (2)各中継地点配置後のトイレは次の通りとする。 
   スタート地点 (第１区走者)・・・・ホタルドーム内 
   女子第１中継所(第２区走者)・・・・中継所仮設トイレ・久米島消防署トイレ 
   女子第２中継所(第３区走者)・・・・沖縄クボタ久米島支店 
   女子第３中継所(第４区走者)・・・・沖縄クボタ久米島支店 
   女子第４中継所(第５区走者)・・・・中継所仮設トイレ・久米島消防署トイレ 
 
   スタート地点 (第１区走者)・・・・ホタルドーム内 
   男子第１中継所(第２区走者)・・・・中継所仮設トイレ・久米島消防署トイレ 
   男子第２中継所(第３区走者)・・・・中継所仮設トイレ 
   男子第３中継所(第４区走者)・・・・謝名堂公民館トイレ 
   男子第４中継所(第５区走者)・・・・中継所仮設トイレ 
   男子第５中継所(第６区走者)・・・・中継所仮設トイレ・久米島消防署トイレ 
 
４．開・閉会式について 
 
  開閉会式要領参照。 
    
５．その他 
                                                                            
    (1)1～5 位入賞の学校は県中学校駅伝競走大会へ参加することを原則とする。（久米島大会） 
    (2)競技者の身なり点検は各学校において確認をする。 
    (3)競技者の服装は、競技用ユニフォーム又は学校指定の体育着とする。 
    他競技のﾕﾆﾌｫｰﾑ着用は認めない 
    


